
第28回食品の表示に関する共同会議  

厚生労働省 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会  

食晶表示調査会  

農林水産省 農林物資規格調査会表示小委員会   

日時：平成18年3月22日（水）  

10：00・｝12：00  

場所：日本郵政公社本社  

2階共用会議室A～D  

議事次第   

1．開会  

2．議事   

（1）遺伝子組換え表示対象品目の見直しについて   

（2）加工食品の原料原産地表示について   

（3）その他  

3．閉会   
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平成18年3月22日  

食品の表示に関する共同会議  

遺伝子組換え表示の対象品目の見直しについて（案）  

1．これまでの見直し経緯  

遺伝子組換え食品の表示については、平成13年4月より、「食品衛生法」に基づく「食品  
衛生法施行規則（以下「規則」という。）第21条及び「農林物資の規格化及び品質表  
示の適正化に関する法律（以下「JAS法」という。）」に基づく「遺伝子組換  
えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準  

第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準（以下「基準」という。）」に  
より、表示が義務づけられている。   

遺伝子組換え食品の表示対象品目については、規貝順り表第7並びに基準男懐1及び別表2  
に掲げられているが、基準附則第2項では、1年ごとに見直しを行うこととされており、平成  
12年3月に基準が制定されて以来、「表示対象品目の見直しの進め方について」（参考資料  
1－7）に従って、これまで毎年必要な見直しを行ってきているところである。   

現在、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファの6つの農産物と、  
これを原材料とする加工食品のうち31食品群が遺伝子組換え表示の対象となっている。（参  
考資料1－5）   

2．17年度の見直しの方向   
平成17年度は、遺伝子組換えてん菜について、新たにカルタヘナ法に基づく生物多棟性影  

響評価の手続きが行われている等の状況を踏まえ、以下のとおり、表示対象品目に追加するこ   
とが適当である。  

■■＝■■＝■一膚－……■－‥………t－■t■t－……●一＝……■＝‥‥＝■＝＝＝●t………＝t＝■‥t■＝………＝－＝‥＝■■t……＝■＝＝＝■＝■■■■■■■■＝＝■■＝■＝＝■■■＝■■  

＜表示対象品目の追加＞  

室① 農産物として、「てん菜」を追加する。  
室② 加工食品として、「調理用のてん菜を主な原材料とするもの」を追加する。   



てん菜を原材料として調理した加工食品としては、ごく希であるが、てん菜を野菜としたて  
んぷらなどがある。   

なお、てん菜を加工したてん菜糖㈱、糖みつ由来製品などいわゆる砂糖については、  
独立行政法人農林水産消費技術センターにおいて、PCR法によるDNA定性分析を行った結  
果、てん菜のDNAの残存が確認されなかったため、表示対象品目としての追加は行わない。  

安全性審査の状況   

食品としての安全性   

（臣77系統）   

平成12年7月 4日  厚生労働省より薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品衛生バ  

イオテクノロジー部会に対し遺伝子組換えてん菜の食品健康影  

響評価依頼  

同部会において議論開始  

同部会において「ヒトの健廉を損なうおそれがあるとは認められ  

ない」との報告書が取りまとめられた  

1ケ月間のパブリックコメントが開始  

H－77系統について、食品としての安全性審査終了告示  

平成12年7月14日  

平成15年1月10日  

平成15年1月27日  

平成15年5月 6日  

（H7－1系統）  

平成12年7月 4日  

平成12年7月14日  

平成15年5月16日  

同部会へ食品 健康影響評価依頼  

同部会において議論開始  

同部会において「ヒトの健康を損なうおそれがあるとは認められ  

ない」との報告書がまとめられた。  

1ケ月間のパブリックコメントが開始  

Hト1系統について、食品としての安全性審査終了告示  

平成15年5月19日  

平成15年6月30日  

（2）飼料としての安全性   

H－77系統については、平成15年4月に飼料としての安全性審査手続き終了。   

H7－1系統については、平成17年9月に飼料としての安全性審査手続き終了。  

（3）環境への安全性（カルタヘナ法のもとでは生物多様性への影響を評価）   

H7－1系統については、平成17年5月に隔離ほ場における使用について生物多様性影  

響評価手続き終了。栽培、輸入などの一般的使用について生物多様性影響評価の承認申請  

を行うため、同年12月まで隔離ほ場試験を実払   
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資料1－3  

遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7粂第1項及び生鮮食品品質表示基準第7粂第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準  

（平成12年3月31日農林水産省告示第517号）の一部改正新旧対照表   

改  正  案   現  行   

遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基   遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7粂第1項及び生鮮食品品質表示基   

準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準   準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準   

（適用の範囲）   （適用の範囲）   

第1条 ［路］   第1粂この基準は、加工食品品質表示基準第2条に規定する加工食品及び生鮮食品品質表示基準第  

2条に規定する生鮮食品に適用する。  

（定義）   （定義）  

第2条［略］  第2条この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお  

りとする。  

用  定  義  

対象農産物   組換えDNA技術（酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNA  

をつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、増殖させ  

る技術。以下同じ。）を用いて生産された農産物の属する作目であって別表  

1に掲げるものをいう。  

遺伝子組換え農産  

物   

非遺伝子組換え農  

産物   

特定遺伝子組換え  

農産物   栄養価等が通常の農産物と著しく異なる農産物をいう。  

非特定遺伝子組換  

え農産物   

分別生産流通管理  遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段  

階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類によ  

り明確にした管：哩の方法をいう。  

特定分別生産流通  

管理   工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する  

書類により明確にした管理の方法をいう。  

主な原材料   原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原  

材料の重量に占める割合が5％以上のものをいう。  

（表示の方法）  （表示の方法）   

第3条  3条 対象農産物を原材料とする加工食品（これを原材料とする加工食品を含む。）のうち次の   

ー1－   



号に掲げるものの表示に際しては、製造業者、加工包装業者又は輸入業者（販売業者が製造業者又   

は加工包装業者との合意等により製造業者又は加工包装業者に代わってその品質に関する表示を行   

うこととなっている場合にあっては、当該販売業者）は、加工食品品質表示基準第4条に規定する   

もののほか、その容器又は包装に次の各号に規定するところにより、対象農産物について記載しな   

ければならない。ただし、容器又は包装の面積が30cポ以下である場合は、この限りでない。  

（1）加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたん白質が残存する加工食品とし   

て別表2の左欄に掲げるもの（次号に掲げるものを除く。）   

ア 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である別表2の右欄に掲げ  

る対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基準第3粂第7項の規定にかかわらず  

、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別  

生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。   

イ 生産、流通又は加工のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分  

別されていない別表2の右欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基  

準第3粂第7項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別  

」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を記載すること。  

り 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である別表2の右欄に掲  

げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名を記載するか、当該原材料が1種類のみ  

である場合には加工食品品質表示基準第3粂第7項の規定により原材料名を省略するか、又は  

当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない  

」等分別生産流通管理が行われた非違伝子組換え農産物である旨を記載すること。  

（2）別表3の左欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の右欄に掲げる対象農   

産物を原材料とする加工食品（これを原材料とする加工食品を含む。）であって同表の中欄に掲  

げるもの   

ア 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表3の右  

欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基準第3粂第7項の規定にか  

かわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「000遺伝子組換えのものを分別」、「000  

遺伝子組換え」（000は、同表の左欄に掲げる形質）等特定分別生産流通管理が行われた特  

定遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。   

イ 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表3の右欄  

に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基準第3条第7項の規定にかか  

わらず、当該原材料名の次に括弧を付して「000遺伝子組換えのものを混合」（000は、  

同表の左欄に掲げる形質）等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的  

に混合された農産物である旨を記載すること。この場合において、 「000遺伝子組換えのも  

のを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する  

対象農産物に占める重量の割合を記載することができる。  

2 対象農産物の表示に際しては、販売業者は、生鮮食品品質表示基準第4条に規定するもののほか  

、次の各号に規定するところによらなければならない。  

（1）次号に掲げるもの以外の対象農産物   

ア 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は  

、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え  
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」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。   

イ 生産又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別され  

ていない対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分  

別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を記載すること。   

ウ 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である対象農産物の場  

合は、当該対象農産物の名称を記載するか、又は当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝  

子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生産流通管理が行われた非遺伝子範  

換え農産物である旨を記載すること。  

（2）別表3の左欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の右欄に掲げる対象農産   

物   

ア 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表3の右  

欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「000遺伝子組  

換えのものを分別」、「000遺伝子組換え」（000は、同表の左欄に掲げる形質）等特定  

分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。  

イ 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表3の右欄  

に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「000遺伝子組換  

えのものを混合」（000は、同表の左欄に掲げる形質）等特定遺伝子組換え農産物及び非特  

定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を記載すること。この場合におい  

て、「000遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換  

え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を記載することができる。  

3 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物又は非違伝子組換え   

農産物の一定の混入があった場合においても、第1項第1号ア若しくはウ又は前項第1号ア若し   

くはりの確認が適切に行われている場合には、第1項又は前項の規定の適用については、分別生   

産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。  

4 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物又は非特定   

遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、第1項第2号ア又は第2項第2号アの   

確認が適切に行われている場合には、第1項又は第2項の規定の適用については、特定分別生産流   

通管理が行われたことを確認したものとみなす。  

（表示が不要な加工食品）  

第4粂 別表2及び別表3に掲げる加工食品の原材料のうち、対象農産物又はこれを原材料とする加   

工食品であって主な原材料でないものについては、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産   

物若しくは非遺伝子組換え農産物である旨、遺伝子姐換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別   

されていない旨、特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨又は特定遺伝   

子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨の表示（以下  

「遺伝子組換えに関する表示」という。）は不要とする。ただし、これらの原材料について遺伝子   

組換えに関する表示を行う場合には、前条第1項、第3項及び第4項の規定の例によりこれを記載   

しなければならない。  

2 対象農産物を原材料とする加工食品であって別表2及び別表3に掲げる加工食品以外のものの対   

象農産物である原材料については、遺伝子組換えに関する表示は不要とする。ただし、当該原材料   

について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、前条第1項及び第3項の規定の例によりこれ  

（表示が不要な加工食品）  

第4粂 ［略］  
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を記載しなければならない。   

（表示禁止事項）  

第5粂 加工食品品質表示基準第6粂及び生鮮食品品質表示基準第6条に規定する表示禁止事項のほ   

か、組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目及びこれを原材料とする   

加工食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語は、これを表示しては   

ならない。  

別表1（第2条関係）   

1 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。）   

2 とうもろこし   

3 ぱれいしょ   

4 なたね   

5 綿実   

6 アルファルファ  

（表示禁止事項）  

第5条 ［略］  

別表1（第2条関係）   

1 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。）   

2 とうもろこし   

3 ばれいしょ   

4 なたね   

5 綿実   

6 アルファルファ   

ヱ 工左墓   

別表2（第3条関係）  別表2（第3条関係）  

加  工  食  品  加  工  食  品  

豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
 
 

大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
 
 

1 豆腐・油揚げ類  

2 凍豆腐、おから及びゆば  

3 納豆  

4 豆乳類  

5 みそ  

6 大豆煮豆  

7 大豆缶詰及び大豆瓶詰  

8 きな粉  

9 大豆いり豆  

10 第1号から第9号までに掲げるものを主な原材料とす   

るもの  

11 大豆（調理用）を主な原材料とするもの  

12 大豆粉を主な原材料とするもの  

13 大豆たん白を主な原材料とするもの  

14 枝豆を主な原材料とするもの  

15 大豆もやしを主な原材料とするもの  

16 コーンスナック菓子  

17 コーンスターチ  

18 ポップコーン  

19 冷凍とうもろこし  

20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰  

21 コーンフラワーを主な原材料とするもの  

1 豆腐・油揚げ類  

2 凍豆腐、おから及びゆば  

3 納豆  

4 豆乳類  

5 みそ  

6 大豆煮豆  

7 大豆缶詰及び大豆瓶詰  

8 きな粉  

9 大豆いり豆  

10 第1号から第9号までに掲げるものを主な原材料とす   

るもの  

11 大豆（調理用）を主な原材料とするもの  

12 大豆粉を主な原材料とするもの  

13 大豆たん白を主な原材料とするもの  

14 枝豆を主な原材料とするもの  

15 大豆もやしを主な原材料とするもの  

16 コーンスナック菓子  

17 コーンスターチ  

18 ポップコーン  

19 冷凍とうもろこし  

20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰  

21 コーンフラワーを主な原材料とするもの  

豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
豆
 
 

大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
 
 

大豆  

大豆  

大豆  

枝豆  

大豆もやし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

大豆  

大豆  

大豆  

枝豆  

大豆もやし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  
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22 コーングリッツを主な原材料とするもの（コーンフレ   

ークを除く。）  

23 とうもろこし（調理用）を主な原材料とするもの  

24 第16号から第20号までに掲げるものを主な原 材   

料とするもの  

25 冷凍ばれいしよ  

26 乾燥ばれいしよ  

27 ぱれいしょでん粉  

28 ポテトスナック菓子  

29 第25号から第28号までに掲げるものを主な原   

材料とするもの  

30 ぱれいしょ（調理用）を主な原材料とするもの  

31 アルファルファを主な原材料とするもの  

とうもろこし  

とうもろこし  

とうもろこし  

ばれいしょ  

ばれいしょ  

ばれいしょ  

ばれいしょ  

ばれいしょ  

ばれいしょ  

ア／レフアルファ  

2 
ヵ ー．クを除く。）  

23 とうもろこし（調理用）を主な原材料とするもの  

24 第16号から第20号までに掲げるものを主な原 材   

料とするもの  

25 冷凍ばれいしよ  

26 乾燥ばれいしよ  

27 ぱれいしよでん粉  

28 ポテトスナック菓子  

29 第25号から第28号までに掲げるものを主な原   

材料とするもの  

30 ばれいしょ（調理用）を主な原材料とするもの  

31 アルファルファを主な原材料とするもの  

とうもろこし  

とうもろこし  

ばれいしよ  

ばれいしよ  

ばれいしよ  

ばれいしよ  

ばれいしよ  

ばれいしょ  

アルファ／レフア  

てん菜  てん菜（調理用）を主な原材料とする‡もの  

別表3（第3粂関係）   別表3（第3条関係）  

［略］  

附 則（平成12年3月31日農林水産省告示第517号）  

1この告示は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成  

11年法律第108号）の施行の日から施行し、平成13年4月1日以後に製造、加工又は輸入さ   

れる加工食品及び同日以後に販売される生鮮食品に適用する。  

2 別表1及び別表3に掲げる対象農産物並びに別表2及び別表3に掲げる加工食品については、新  

たな遺伝子組換え農産物の商品化、遺伝子組換え農産物の流通及び原料としての使用の実態、組換   

えられたDNA及びこれによって生じたたん白質の除去並びに分解の実態、検出方法の進歩等に関  

する新たな知見、消費者の関心等を踏まえ、1年ごとに見直しを行うものとする。  

3 前項に規定するもののほか、生鮮食品及び加工食品を生産、製造、流通及び加工する場合におけ   

る遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品の取扱いの状況、国際的な規格の検討の状   

況等を踏まえつつ、この告示について必要な見直しを行うものとする。   

附 則（平成13年9月28日農林水産省告示第1335号）  

1 この告示は、公布の日から施行する。  

2 平成13年12月31日以前に製造、加工又は輸入される加工食品及び同日以前に販売される生  

鮮食品の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。   

附 則（平成14年2月22日農林水産省告示第334号）  

1 この告示は、公示の日から施行する。  

2 平成14年12月31日以前に製造、加工又は輸入される加工食品の品質に関する表示について  

附 則（平成12年3月31日農林水産省告示第517号）  

［略］  

附 則（平成13年9月28日農林水産省告示第1335号）  

［略］  

附 則（平成14年2月22日農林水産省告示第334号）  

［略］  
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は、なお従前の例によることができる。   

附 則（平成17年10月11日農林水産省告示第1535号）  

この告示は、公布の日から施行する。  
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